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会
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例
会
報
告

　
村
議
会
定
例
会
が
12
月
10
、
11
日
に
開
か
れ
、
条
例
改
正
等
14
議
案
が

審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
29
年
法
律
第
29
号
）
の
施
行
に
よ

り
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
元
年
度
の
人
事
院
勧

告
に
準
拠
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公

務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
改
正
、
成
年
被
後
見
人
等

の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正

化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
村
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
職
員
同
様
に
村
長
、
副
村

長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。

　
　
補
正
予
算

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

（
内
容
）歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
２
億
５
４
８
７
万
７
０
０
０

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
24
億
７
５
３
５
万
９
０
０
０
円

と
す
る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
１
８
０
３
万
３
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
４
億
３
８
３
５
万
３
０
０
０
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
２
０
９
万
３
０
０
０
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

１
億
１
３
６
４
万
９
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
　
条
例
改
正
等

◆
東
秩
父
村
総
合
振
興
計
画
等
審
議

会
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
次
期
総
合
振
興
計
画
策
定
に

あ
た
り
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
を
含
め
た
統
一
的
な
計

画
で
策
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
運
営

に
係
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【
社
会
福
祉
協
議
会
】

　
や
ま
い
ち
カ
ラ
オ
ケ
会
（
代
表
：
栗
島
正
道
様
）
よ
り

１
万
８
２
２
０
円
を
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
東
秩
父
村
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
職
員
同
様
に
議
会
議
員
の

期
末
手
当
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
農
業
委
員
会
の
委
員
任

命
に
お
け
る
認
定
農
業
者
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て

（
内
容
）
農
業
委
員
会
の
委
員
任
命
に

当
た
り
、
委
員
の
過
半
数
を
認
定
農
業

者
及
び
認
定
農
業
者
に
準
ず
る
者
か

ら
任
命
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な

た
め
、
認
定
農
業
者
及
び
認
定
農
業

者
に
準
ず
る
者
の
人
数
を
委
員
の
４

分
の
１
以
上
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
埼
玉
中
部
資
源
循
環
組
合
の
規
約

変
更
に
つ
い
て

（
内
容
）
埼
玉
中
部
資
源
循
環
組
合

が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
事
務
の

承
継
、
決
算
の
調
製
等
に
関
す
る
規

定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
同
組
合
の

規
約
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協

議
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第

２
９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
提
出
す

る
も
の
で
す
。

◆
埼
玉
中
部
資
源
循
環
組
合
の
解
散

及
び
財
産
処
分
に
つ
い
て

（
内
容
）
埼
玉
中
部
資
源
循
環
組
合

を
解
散
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
及
び

同
組
合
の
財
産
処
分
に
つ
い
て
協

議
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第

２
９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
提
出
す

る
も
の
で
す
。

◆
比
企
広
域
公
平
委
員
会
を
共
同
設

置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及

び
同
委
員
会
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

（
内
容
）
比
企
広
域
公
平
委
員
会
を

共
同
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
か

ら
埼
玉
中
部
資
源
循
環
組
合
を
脱

退
さ
せ
る
と
と
も
に
比
企
広
域
公

平
委
員
会
共
同
設
置
規
約
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
し
た

い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条

の
７
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２
５
２
条
の
２
の
２
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
こ
の
案
を
提
出
す
る

も
の
で
す
。

　
　
人
事
案
件

◆
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
教
育
長

の
任
命
に
つ
い
て

（
内
容
）
教
育
委
員
会
教
育
長
の
根

岸
敏
夫
氏
が
令
和
２
年
１
月
13
日

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
こ
と

に
伴
い
、
引
き
続
き
、
新
教
育
委
員

会
制
度
に
基
づ
く
教
育
長
と
し
て

任
命
す
る
も
の
で
す
。

　

12
月
13
日
（
金
）、
東
秩
父
村
役

場
に
お
い
て「
第
６
回
中
学
生
議
会
」

が
、
東
秩
父
中
学
校
３
年
生
の
生
徒

で
構
成
さ
れ
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、「
イ
ン
ス
タ
映

え
」
な
ど
の
若
者
独
自
の
視
点
か
ら

考
え
出
さ
れ
た
質
問
が
飛
び
交
い
、

今
の
世
代
が
不
安
視
し
て
い
る
村
の

問
題
点
を
指
摘
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

最
後
は
、「
東
秩
父
村
を
日
本
一

の
村
に
す
る
た
め
の
決
議
」
を
採
択

し
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
村
を
い
つ
ま
で
も
か
け
が
え
の

な
い
私
た
ち
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ

り
、
埼
玉
県
唯
一
の
村
で
あ
る
こ
と

の
誇
り
を
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
中

学
生
の
言
葉
に
、
次
の
世
代
が
し
っ

か
り
育
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
立

ち
会
っ
た
人
た
ち
は
感
じ
た
よ
う
で

す
。 中

学
生
議
会
開
催
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